
2023年6月28日 
政治家女子48党 

代表（党首）　大津綾香　 

（告知・公表） 

会計事務引継ぎ命令書の発出について 

　2023年6月28日付にて、本党の前会計責任者 立花孝志 ならびに 前監事・会計担当者 粟飯原
美佳に対し、会計事務引継ぎ命令書を発出したことを告知します。 

　なお、前会計責任者である立花孝志が本命令に従わず、会計事務の引き継ぎを行わない場合
は、政治資金規正法第十五条の規定に違反したものと認め、刑事告訴を行うことを予め予告しま
す。 

以上 

 

本件に関するお問い合わせ :  

政治家女子48党 事務局　広報担当窓口　E-mail : contact@meta-sect.org

参考）政治資金規正法 

（会計責任者の事務の引継ぎ） 
第十五条　政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十
五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 
２　前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないと
きは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。
会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるよう
になつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。 
３　前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成
し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてと
もに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。
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